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税務上の優遇措置の改訂 
 
2015 年 4 月 6 日、インドネシア政府は、2008 年所得税法 No.36/2008（法律 36）の第 31 条 A に基づく

特定の指定事業セクターおよび/または地域において投資を行う企業が利用できる所得税に関する一連

の優遇措置を更新する政府規則 No.18/2015（以下、「GR 第 18 号」）を公布しました。GR 第 18 号は

2015 年 5 月 6 日（すなわち、制定日から 30 日後）に効力を生じ、この税務上の優遇措置を規定する従

来の一連の政府規則、すなわち、直近で政府規則 No.52/2011（以下、「GR 第 52 号」）により改正された

政府規則 No.1/2007 は廃止されます。 
 
 
適格者の詳細 
 
優遇措置の適用に関する新規則 
 
GR 第 18 号では、投資額、インドネシア人従業員数および事業エリアのサイズに関連する各指定事業セ

クターおよび/または地域における詳細な要件を規定しています。 
 
GR 第 18 号は税務上の優遇措置を享受する要件として新規の上位基準を規定するにとどまり、詳細な要

件は関連大臣が個別の省令を公布することで決定されます。 
 
上位基準は以下のとおりです。 
a. 高額な投資額または輸出目的の投資、 
b. 労働力の高い利用度、または 
c. 高い現地調達率 
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また、GR 第 18 号の公布により、投資家にとってこの税務上の優遇措置の利用で負担となっていた下記の政府規則が

廃止されます。 

a. 税務上の優遇措置は、納税者が自身の投資計画の少なくとも 80%を実現した後にのみ利用が可能である（GR
第 52 号の制定以前に優遇措置を既に享受していた納税者は除く）。 

b. GR 第 52 号の制定以前に投資が承認された納税者は、税務上の優遇措置を申請するために、1 兆ルピアを下限

とする、同規則の制定日までに商業生産の段階に至っていない新たな投資を計画する必要がある。 
 
事業セクターおよび/または地域 
 
GR 第 18 号では、現在、指定セクターにおける 66 種類の投資及び指定セクター・指定地域における 77 種類の投資か

ら成る 143 種類の適格投資（事業分類フィールド/KBLI に基づく）が網羅されます。 
 

新たな主要ターゲットセクターには、鉱物の製錬所の建設、及び通信機器・自動車・船舶の製造が含まれます。詳細は

PwC の貴社担当者までお気軽にお問い合わせください。 
 
制限 
 
GR 第 18 号では、この税務上の優遇措置を享受する納税者は政府規則 No.46/2013 下で規定される売上高にかか

る 1%の源泉分離課税（ファイナルタックス）、並びに統合経済開発区（Kawasan Pengembangan Ekonomi 
Terpadu/KAPET）の企業を対象としたその他の税務上の優遇措置、及び免税期間を適用できないことが明記されて

います。 
 
 
投資の定義の拡大 

 
従来の規則では、固定資産への投資のみが投資として認められました。しかし GR 第 18 号では、無形資産を含むす

べての形態の投資を投資として認めています。結果として、無形資産の加速償却が税務上の優遇措置として追加され

ます。 
 
 
税務上の優遇措置に関する変更 
 
利用可能な税務上の優遇措置は下記の通り、全般的には変更ありません。 

1. 投資した資産が一定期間内に誤用または譲渡されていないことを前提に、固定資産（土地を含む）の形態による

投資額の最大 30%が純課税所得から控除される（商業生産を行う 6 年間にわたり 5%ずつ）。 

2. 固定資産の加速償却控除 

3. 非居住者に支払われた配当にかかる源泉税率を 10%、または租税条約で規定される適用可能な税率まで軽減さ

せる。 

4. 欠損金繰越期間の 5 年以上、10 年までの延長 
 
税務上の優遇措置の施行に係る変更は以下のとおりです。 
 

税務上の優遇措置 旧規定 新規定 

上記に記載する固定資産がその他の目的

に使用できない、または譲渡できない期間 

 

税務上の優遇措置の承

認日から 6 年間 
以下のうち、いずれか長い期間： 

 商業生産の開始から 6 年間、または 

 加速償却に基づく資産の耐用年数 

 

固定資産の加速償却控除 有形固定資産の加速償

却のみ利用可能 
有形固定資産の加速償却に加えて、無形資産

の加速償却を含む（「投資の定義の拡大」を参

照） 
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欠損金繰越期間延長に係るオプションの

変更と追加:  
  

 連続した 5 年間で最低 1,000 人のイ

ンドネシア人従業員を雇用する 
従来は規定なし 追加で 2 年間 

 製品開発または製造効率化目的で、投

資額の少なくとも 5％を 5 年以内にイ

ンドネシア国内における研究開発費と

して支出する 

追加で 1 年間 追加で 2 年間 

 事業拡大費用が、事業拡大のための

設備投資が承認される以前の課税年

度における税引後利益から捻出される 

従来は規定なし 追加で 2 年間 

 商業生産を開始する年度の欠損金に対して

承認される 

 生産が開始された年度末時点の全固定資

産の純簿価に対する、事業拡大のために投

資された税引後利益の比率に基づき計算さ

れる 

 

 輸出が、保税区外で実施された投資に

よる売上高の少なくとも 30％を占める 
 

従来は規定なし 追加で 2 年間 

 
 
経過規定 
 
当該措置を申請するにあたって、納税者の不確実性に対する懸念を解消するために、GR 第 18 号は以下の経過規定

を規定しています。 

1. 従来の政府規則に基づく優遇措置を享受する納税者は、その優遇措置の適用期間末日までその恩典を享受でき

る。 

2. GR 第 52 号下で組織された投資調整庁（BKPM）の長官からの推薦状が GR 第 18 号の発効日（2015 年 5 月 6
日）以前に財務大臣に提出されていれば、GR 第 52 号の規定に従い手続が行われる。 

3. 以下の条件を全て満たせば、BKPM 長官は、GR 第 52 号の有効期間（すなわち、2011 年 12 月 22 日から 2015
年 5 月 5 日まで）に投資が承認された納税者が GR 第 18 号下の規定に従い税務上の優遇措置を享受できると

する旨の推薦状を、財務大臣に提出することができる。 

a) 投資の申請に関して、従来の政府規則に基づく税務上の優遇措置が一度も承認または却下されていない 

b) 事業の規格が、指定された各事業セクターおよび/または地域における要件を満たしている 

c) 申請企業が 2015 年 5 月 6 日以前に商業生産の段階に入っていない 

d) BKPM 長官の推薦状が、2015 年 5 月 6 日から遅くとも 1 年後までに財務大臣に受領される 
 

複数の規制当局の長から、当該措置の指針として以下の規則の公布が予定されています。 

a) BKPM 長官: 申請手続に関する規則 

b) 財務大臣: 承認手続、資産譲渡の制限、コンプライアンス違反に対する罰則を網羅する規則 

c) 関連するその他の省の大臣: 納税者の認定基準、GR 第 18 号に添付されている指定事業セクターおよび/または

地域に関する詳細な要件を網羅する規則 

当分の間、従来の政府規則に基づく規定は、GR 第 18 号の条項と矛盾しない限り、有効とみなされます。 
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